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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２６年７月２６日（土） １４時０７分ごろ 

発生場所 熊本県上天草市唐
とう

船
せん

ヶ浜海水浴場北西方沖 

 上天草市所在の鳩之釜港三号防波堤南灯台から真方位２９７°２,

０００ｍ付近 

（概位 北緯３２°３５.３′ 東経１３０°２３.１′） 

事故調査の経過 平成２６年７月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ ゴット アイランド、０.１トン 

２９２－４８５３０熊本、個人所有 

２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１１２.００kＷ、平成２０年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 平成１１年７月１６日 

免許証交付日 平成２５年９月２日 

         （平成２７年４月１１日まで有効） 

搭乗者Ａ 男性 １４歳 

 死傷者等 重傷 １人（搭乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、４人（以下「搭乗者Ａ」、「搭乗者

Ｂ」、「搭乗者Ｃ」及び「搭乗者Ｄ」という。）を乗せたビスケットと

称する背もたれが付いたソファー型の浮体（以下「本件浮体」とい

う。）を直径約１cm、長さ約２１ｍのロープで引き、唐船ヶ浜海水浴

場を出発した後、同海水浴場の北北西方沖で遊走を始めた。 

 搭乗者４人は、本件浮体の上面で、進行方向を向いて、右から順に

搭乗者Ｂ、搭乗者Ａ、搭乗者Ｃ及び搭乗者Ｄが横一列に並んで背もた

れにもたれて座り、両足を前に伸ばし、取っ手を握らずにふざけ合い

ながら乗っていた。 

 本件浮体は、約３０km/h の対地速力で本船の引き波の間を蛇行
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し、反時計回りに旋回していたところ、平成２６年７月２６日１４時

０７分ごろ左側に傾き、風波に乗ったはずみで、搭乗者Ａの左側に座

っていた搭乗者Ｃの体が搭乗者Ａの左肩に当たった。 

 搭乗者Ａは、唐船ヶ浜海水浴場に戻った後、左鎖骨付近の痛みが増

してきたので、船長が手配した救急車で病院に搬送され、左鎖骨骨幹

部骨折と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２ 

海象：潮汐 ほぼ低潮時、波高 約０.５ｍ 

 その他の事項  船長及び搭乗者４人は、全員が救命胴衣を着用していた。 

 搭乗者Ａは、上半身裸にひざ下丈の海水パンツ姿であった。 

 船長は、遊走開始前に、搭乗者４人に対し、搭乗中は取っ手を絶対

に離さないようにと注意を与えていた。 

 本件浮体は、ゴムチューブ製の本体にナイロン製カバーを施したも

のであり、上面の長さ約１.７０ｍ、幅約２.１５ｍで、後部に高さ約

０.５５ｍの背もたれが付いており、前部中央からえい
．．

航用のロープ

が取り付けられていた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本件浮体 

 唐船ヶ浜海水浴場の沖は、午後になると西風が吹き、西からの波が

発生していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本件浮体は、唐船ヶ浜海水浴場北西方沖において、本船に引かれて

反時計回りに旋回中、西寄りの風波で上下動した際、搭乗者４人が取

っ手を握っていなかったことから、搭乗者Ｃの体が搭乗者Ａの左肩に

当たり、搭乗者Ａが負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本件浮体が、唐船ヶ浜海水浴場北西方沖において、本船

に引かれて反時計回りに旋回中、西寄りの風波で上下動した際、搭乗

取っ手
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者４人が取っ手を握っていなかったため、搭乗者Ｃの体が搭乗者Ａの

左肩に当たったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・被引浮体に搭乗する場合は、取っ手をしっかり握って離さないよ

うにすること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県 

熊本県 

鳩之釜港三号防波堤南灯台 

唐船ヶ浜海水浴場 

事故発生場所 

（平成 26 年 7 月 26 日  

14 時 07 分ごろ発生）

熊本県 

上天草市 

野釜島 


